
退 職 給 付 債 務 と は 、 一 定 の 期 間 に わ た り 労 働 を 提 供 し た

こ と 等 の 事 由 に 基 づ い て 、 退 職 以 後 に 従 業 員 に 支 給 さ れ

る 給 付 （ 退 職 給 付 見 込 額 ） と し て の 退 職 給 付 の う ち 、 認

識 時 点 ま で に 発 生 し て い る と 認 め ら れ る も の を い い 、 割

引 計 算 に よ り 測 定 さ れ る 。 退 職 給 付 見 込 額 は 退 職 給 付 制

度 ご と に 算 定 す る 。 退 職 一 時 金 制 度 の 場 合 は 、 従 業 員 の

予 想 退 職 時 期 に お け る 支 給 額 を 見 積 も り 、 企 業 年 金 の 場

合 は 、 退 職 後 に 帰 休 さ れ る 年 金 支 給 総 額 を 計 算 す る 。 そ

し て 、 年 度 ご と の 退 職 確 率 お よ び 死 亡 確 率 を 乗 じ て 計 算

し た 金 額 の 集 計 （ 期 待 値 ） を も っ て 、 退 職 給 付 見 込 額 が

算 定 さ れ る 。

個 別 財 務 諸 表 は 退 職 給 付 債 務 に 未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異

及 び 未 認 識 過 去 勤 務 費 用 を 加 減 し た 額 か ら 、 年 金 資 産 の

額 を 控 除 し た 額 を 負 債 と し て 計 上 す る 。 こ れ に 対 し て 連

結 財 務 諸 表 は 退 職 給 付 債 務 か ら 年 金 資 産 の 額 を 控 除 し た

額 を 負 債 と し て 計 上 し 、 登 記 に 発 生 し た 未 認 識 数 理 計 算

上 の 差 異 な ら び に 当 期 に 発 生 し た 未 認 識 過 去 勤 務 費 用 は

税 効 果 を 調 整 の 上 、 そ の 他 の 包 括 利 益 を 通 じ て 純 資 産 の

部 に 計 上 す る 。



カ ア シ タ ク コ エ

Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ

ア

カ

サ

オ

サ ク

ク

キ

カリース資産

減価償却費

減価償却費

支払利息

リース債務

リース債務

減価償却累計額

減価償却累計額

現　金

3 4 2 0 0 0 0 0

4 5 4 8 6 0 0

2 8 5 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0

2 8 5 0 0 0 0

4 5 4 8 6 0 0

2 8 5 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

3 4 2 0 0 0 0 0
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5 2 3 5

1 8 0 0 0
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5 8 9 1 6 4 1 6

1 5 0 2 1 5 0

4 6 0 0

1 4 0
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4 6 0 0 3 2 2 0 0

3 6 0 0 0

1 8 0

9 0
1 7 9 1 0
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3 9 7 2 8
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2 2 8 7 0
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2 1 0 0 0

1 5 0 0 0

2 0 0 0

2 7 5 0 0 0 5 5 7 3 0 0

1 2 4 3

1 8 0 7 2 0
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2 6 3 5
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1 5 0 1 5 0
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純 利 益


